
1 

 

２０２６年６月１日 

Ver. 1.0 

 

 

超硬工具スクラップの 

リサイクル促進に向けた 

選別・保管・処分に関するガイドライン 
（別紙：超硬工具スクラップ回収時の国内循環に関する確認票） 

 

 

  



2 

 

本別紙は、超硬工具スクラップのリサイクル促進に向けた選別・保管・処分に関する

ガイドライン（以下「本ガイドライン」という。）本文中の「３．リサイクルの拡大に向けた

推奨事項」（４）超硬工具スクラップ回収時の国内循環に関する確認票に関連し、当

該確認票の位置づけ及び取扱いを整理したものです。 

【別紙の位置づけ】 

本別紙に掲げる「超硬工具スクラップ回収時の国内循環に関する確認票」は、超硬工

具ユーザーが、超硬工具スクラップの引渡し先又は回収ルートを検討するに当たり、

回収後の取扱い内容、資源循環及び国内還流・活用に関する方針を確認するための

資料です。 

リサイクル窓口事業者リストに掲載された事業者は、本ガイドラインに基づき確認票

を提示する場合、本別紙に定める「超硬工具スクラップ回収時の国内循環に関する

確認票」を使用するものとします。 
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【超硬工具スクラップ回収時の国内循環に関する確認票】 

以下に、本ガイドラインに基づき使用する「超硬工具スクラップ回収時の国内循環に

関する確認票」を示します。 

 

 


